
「相談支援専門員の人材確保を目指して」
～障害のある人が安心して暮らせる地域にするために～

主催 旭川市障害者総合相談支援センターあそーと
協力 鷹栖ソーシャルワーカー懇話会【動画撮影・編集】

お申込み
お問い合わせ

「相談支援専門員の人材確保を目指して」
～障害のある人が安心して暮らせる地域にするために～

令和６年度 指定相談支援事業に関する説明会

日  時 令和６年５月１６日（木） １４：００～１６：００
（受付 １３：３０～）

会 場 旭川市障害者福祉センターおぴった会議室１

（旭川市宮前１条３丁目３番７号）

対 象 者 相談支援専門員に興味がある方
相談支援事業所の立ち上げを検討している事業所

内 容 １ 概要説明「趣旨説明・相談支援事業について」
発表者：旭川市障害福祉課障害事業係

２ 「ある相談支援専門員の一日」（動画視聴）

３ 「相談支援専門員ってどんな仕事なの？」
発表者：きたのまち相談支援事業所

管理者 島倉 千香絵 様

４ 質疑応答

旭川市宮前１条３丁目３番７号 旭川市障害者福祉センターおぴった
旭川市障害者総合相談支援センターあそーと（担当：岸・佐藤・種田）
ＴＥＬ：（0166）73-5936
ＦＡＸ：（0166）73-5937
メール：info@aso-to.com

お申し込みは、
QRコードからも
可能です。
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